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第４章 組織形態 
１．法人格の取得 
◎ 観光地域づくり法人（ＤＭＯ）の組織形態については、地域の実情に応じ

て選択されるべきであり、特定の組織形態をとることが必要条件とはなりま

せん。 
  一方で、ＤＭＯが目指す観光地域づくりは、短時間で結果を得られる性質

のものではなく、事業の継続的かつ適正な実施が確保されることが必要で

す。 
従って、観光地域づくりにおける自律的･継続的な取組を確保するために、

ＤＭＯの役割・機能を担う組織は、法人格を取得することが求められます。 
 

２．法人格の取得の理由（任意団体との比較） 
◎ 任意団体と比較して法人格を取得した組織の主たる利点は以下のとおりで

す。 

  
◎ 法人格を取得する段階になると、実務的な面で様々な課題に直面するかと

思います。以下に、その課題に対するアプローチの例を掲載いたします。 
 

○人件費に関する課題 

・任意団体の時は、派遣者の人件費は派遣元の負担であったが、法人格の取得

に伴いプロパー人材の確保が必要となり、人件費負担が発生することになる

ため、事業費に回せる資金が実質的に減少する。 

・将来的な自立を目指していく中で、プロパー人材の人件費を賄うだけの収益

確保が困難。 

⇒課題へのアプローチ 

・自治体が法人格取得後の団体を条例で定めることにより、自治体からの派遣

者を受け入れることが可能となる。その後、協定を結ぶことにより、基本給

部分については、派遣元の自治体の負担とすることができる。但し、過度に

自治体の負担に頼るような計画は、「観光地域づくりにおいて自律的な取組

を確保する」との観点では相応しいとは言えない。早期に自主財源を確保

し、特定の団体(地方公共団体等)に依存しない仕組みを整えることが重要。 

・契約締結等における地域の関係者との間の権利義務関係の明確化 
・団体財産と個人財産の分離 
・解散が容易でなくなり、責任者が明確となるといった最低限のガバナン

スの仕組みが法的に担保 
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・法人格の取得により、例えば自治体からの受託事業や指定管理を受ける等、

新たな収益源を確保することも可能となる。 

 

○事務負担に関する課題 

・法人登記や決算事務に士業の協力が不可欠であり新たな費用負担が発生。ま

た、経理システムの導入費用や、毎月の計数管理のために、場合によっては

経理担当者を新たに雇用する必要があるため、事務負担が増加する。 

⇒課題へのアプローチ 

・事務負担が発生する一方で、企業会計基準に基づいた決算により、財務的信

用力が向上する。 

 

○その他の課題 

・法人格を取得するに当たって、法人格取得の意義を関係者へ説明する必要が

ある。 

・社団法人の法人格を取得する場合は、収益事業と公益事業の整理を行う必要

がある。また、法人格の取得により事業の範囲が広がるため、既存の観光協

会と役割が重複することも考えられる。 

⇒課題へのアプローチ 

・法人格取得後の在り方や戦略等の明確なビジョンを示すことで、より深い相

互理解につなげることができる。 

・これを期に、既存の観光協会等との役割分担の明確化や、機能の集約など、

新しい体制の組織づくりも検討することができる。 

 
３．各法人格の比較 
ＤＭＯが選択する法人類型としては、以下のものが想定されます。 

＜非営利団体＞ 

    ・特定非営利活動法人（NPO 法人） 

・（一般・公益）社団法人 

・（一般・公益）財団法人 

＜営利団体＞ 

    ・株式会社 

  ・合同会社 
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（１）非営利団体・営利団体の比較 

◎ 一般的に、非営利団体と営利団体の特徴は以下のとおりとなっています。 

＜非営利団体＞ 

・観光地域づくりという公益目的を掲げることで、各種事業を行うことに

対して、地域の理解を得やすい 

・公益に資する事業を支援する民間企業や財団から事業を受託しやすい 

＜営利団体＞ 

・収益事業に関する専門性や組織としての継続性、会社法に基づき活動し

ているという社会的な信用力の高さを、旅行会社や顧客にアピールでき

る。 
・出資者に対する利益の配分を行うという観点から、事業活動に緊張感が

生まれる。 

 
（２）観光地域づくり法人（ＤＭＯ）に適した法人格の考察（参考） 

◎ 観光地域づくり法人の組織の在り方のポイントとしては、組織のリーダー

やリーダーに準ずる経営人材（以下「マネジメント人材」という。）がＤＭ

Ｏの運営に関する意思決定・実行権限を持ち、そうした権限に伴う対外的な

明確な責任を負うと共に、それに見合った報酬の支給といった条件を併せて

整備することが重要です。 

こういった基本的な認識の下で、観光地域づくり法人に適した法人格の考

察を以下で行っていますので、法人格の選択の一つの参考にしていただけれ

ばと思います。 
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① （一般）社団法人 

（一般）社団法人は同業者組合など非営利目的コミュニティを想定した組織形態であ

り、観光地域づくりという公益性格を持つ目的を掲げて各種事業を行うＤＭＯに馴染みや

すい組織形態と考えられます。 

一方で、行政を含む観光の利害関係者が社員となり、多くの場合、そこから理事が選ば

れるため、地域における社員（が所属する組織）のパワーバランスに意思決定が影響を受

けやすく、消費者たる観光客の視点に立ったメリハリのある展開は一般的に難しい傾向が

あります。また、株式会社や財団法人と比較して、資本金や基金に相当する安定財源を持

たないため、事業の実施が単年度主義となり、行政からの補助金への依存度が高くなりや

すい傾向があります。 

（一般）社団法人をＤＭＯとして機能させるには、観光に関する幅広いステークホルダ

ーを社員としつつ、実際の意思決定を行う理事会は少人数とするなどの仕組みが有効と考

えられます。特に、現場の司令塔となる事務局長は理事の１人として相応の権限を付与す

ることが望ましいと考えられます。 

② （一般）財団法人 

活動資金の源泉が、寄付という形で提供者と切り離されるのが財団法人の特徴です。別

途、評議員会は組織されますが、限られた資金をどのように活用し成果を上げていくかと

いう判断は理事に集中しており、責任や報酬の適切な設計を行う傾向にあります。一方

で、マネジメント人材の能力がＤＭＯの運営方針や成果に直結しやすいことはリスクとも

なりますが、ＤＭＯの経営を任せるに相応しい人材が確保できるのであれば、（一般）財

団法人は、（一般）社団法人以上の選択肢となり得るものと考えられます。 

③ 株式会社 

株式会社には、出資者は、ＤＭＯのマネジメント人材として、プロの経営者を人選する

権利を持っている代わりに、出資額に応じた経営責任を負うという点で合理性を持った組

織です。 

一方で、マネジメント人材の権限･責任･報酬は設計しやすいものの、マネジメント人材

に対する人事権や取り組む事業には、出資額の大きい出資者の意見が反映されやすく、株

主構成等によっては地域の意向の反映を担保することは難しくなります。 
また、後で株式会社に移行することを念頭に、はじめに合同会社として設立すること

で、法人格の取得にかかる手続の簡素化や、初期投資を抑えることができます。ただし、

合同会社は知名度が低く、一般的な認識として、株式会社と比較すると社会的信用度も低

いため、企業によっては取引を断られる可能性もある点には注意が必要です。 

  

ＤＭＯに適した法人格の考察 
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４．観光地域づくり法人の組織形成に向けたアプローチ 
観光地域づくり法人の組織形成にあたっては、大きく分けると以下の２つの

方法に集約されます。 

①既存の観光協会等を活用し、ＤＭＯを設立 

②既存の観光協会等とは別に、新たにＤＭＯを設立 

 

 また、「①既存の観光協会等を活用し、ＤＭＯを設立」は、更に 

（ア）既に観光地域づくり法人（ＤＭＯ）に求められる役割を担っている観

光協会等 

（イ）設立を機に、観光地域づくり法人（ＤＭＯ）に求められる役割を追加

した観光協会等 

に分類することができます。 

 

以下にその関係をまとめます。 

 

 代表的な日本版ＤＭＯ 

①既存の観光協会 

等を活用し、ＤＭ

Ｏを設立 

（ア）既に観光地域づくり法人（ＤＭＯ）に求めら

れる役割を担っている観光協会等 
（一社）飛騨・高山観光コンベン 

ション協会 【岐阜県高山市】 

（イ）設立を機に、観光地域づくり法人（ＤＭＯ）

に求められる役割を追加した観光協会等 （一社）長野県観光機構【長野県】 

②既存の観光協会等とは別に、新たにＤＭＯを設立 （一社）秋田犬ツーリズム 

【秋田県大館市ほか】 

 

このほかにも、観光地域づくり法人の組織形成にあたっては、既存の観光協

会だけでなく、第３セクターの活用も考えられます。第３セクターの活用にあ

たっては、既存の事業とＤＭＯに求められる事業をよく精査し、必要に応じて

既存組織の統廃合等も検討しつつ、事業の整理や効率化を図ることが望ましい

と考えられます。（参考：（株）島原観光ビューロー） 

 

それぞれの法人概要については、次ページでご紹介いたします1。観光地域づ

くり法人の組織形成に向けた考え方は、地域の事情により様々と思われますの

で、それぞれの地域における観光協会等の設置状況や、ＤＭＯに求める役割等

を勘案しながら、組織形成を進めていただきたいと考えております。 

  

                                                   
1 事例は全て 2018 年時点の情報 
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① －（ア）：（一社）飛騨・高山観光コンベンション協会 
・1970 年に旧国鉄の観光キャンペーンである「ディスカバリージャパン」で取り上げら

れたことをきっかけに、地域一体となった息の長い観光地域づくりの取組がスター

ト。外国人観光客に対する取組も 30 年以上前から行われており、今に至るまで継続

している。 
・ＤＭＯである当該組織のほか、高山市、高山市観光連絡協議会、飛騨高山観光客誘致

推進協議会、飛騨高山国際誘客協議会が一体となった推進体制を構築し、民間と行政

が密接に連携をとりながら、観光振興の取組を行っている。 
 
① －（イ）：（一社）長野県観光機構 
・ＤＭＯの登録を機に、信州・長野県観光協会を当該組織へと発展的解消し、マーケテ

ィング・マネジメント機能やマネジメントエリア内のＤＭＯとの連携を強化。同時

に、観光政策の方向性や重点推進施策の決定等を行う、県が主体となった長野県観光

戦略推進本部を設置。これら２つの組織が連携することにより、質の高い魅力的な山

岳観光地域づくりに取り組んでいる。 
 
② ：（一社）秋田犬ツーリズム 
・観光はすべての産業に影響を及ぼす産業であり、単独自治体の取組だけでは旅行者の

ニーズに応えることはできず、広域連携により、それぞれの自治体の強みを活かしな

がら取り組むことが重要との考え方の下、観光消費額を高め、観光の恩恵が地域の事

業者に広く行き渡るような仕組みづくりをすることが、少子高齢化が進む当該エリア

の現状打破のために必要と考え、既存の観光協会とは別に、新たに広域で連携した当

該組織を設立。 
 
○参考：（株）島原観光ビューロー 
・地域内の施設やイベントの運営主体が複数あり、観光の司令塔が不在であることや、

キラーコンテンツである島原城の指定管理者が固定化し、活用が限定的であるなどの

問題意識を踏まえ、既存の４つの観光系組織（「島原温泉観光協会」「島原城振興協会

（島原城指定管理者）」「島原温泉旅館組合」「島原市観光土産品協会」）を活用・統合

し、新たな観光地経営を担う組織として（株）島原観光ビューローを設立。組織の統

合により、業務効率化、幅広いキャリア形成、民間主導の観光推進体制の構築、統一

的なプロモーション等が実現され、観光地経営の司令塔機能が強化された。 

組織形成の参考事例 
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第５章 観光地域づくり法人に求められる人材 

１．基本的な考え方 

 観光地域づくりの推進体制である観光地域づくり法人は、第３章で述べ

たとおり、観光に関するマーケティングを行い、各種データ等の収集・分

析に基づくマーケティング戦略を策定し、観光地域づくりを推進するため

の地域内の合意形成を促すなどマネジメント機能を備えた組織です。ま

た、その事業を継続的かつ、適正に実施するためには、第４章で整理した

とおり、法人格を取得し、一定の組織形態を構築する必要があります。 

一方、観光地域づくり法人がこのような機能及び組織を有し、その目的

を達成するためには、以下のような役割を担う人材を確保し、それぞれの

人材が必要な能力・知識を備え、かつ権限と責任を明確化した上で、組織

のミッション・目標の達成に向けて、その持てる能力を活かせるようにす

ることが不可欠です。 

①組織を運営し、経営責任を負う「トップ人材」 

➁経営戦略を立て、効果的に事業を執行する「専門人材」 

③個々の事業を着実に実施する「スタッフ人材」 

観光地域づくり法人においては、このような人材が組織の司令塔たるト

ップ人材の下、実務を行うことのできる環境を構築することにより、観光

地域づくりを効果的･持続的に行う必要があります。 

この章においては、多様な機能を担う観光地域づくり法人に求められる

人材の分類毎に必要な知識・能力を整理するとともに、その育成・確保手

法について解説します。 

 

２．トップ人材 

（１）役割 

トップ人材は、組織を運営し、経営責任を負うことが役割です。 

行政や文化、農林漁業、交通等地域内の事業者に加え、地域住民などの

幅広い関係者の利害や意見を調整し、合意を形成するとともに、組織とし

ての意思決定と業務の運営管理を行います。 

 

（２）求められる知識・能力 

上記（１）の役割を担うトップ人材には、基本的な資質として、地域に

対する思いや誇りを持っていることが求められます。 

その上で、複数の能力が求められますが、特に「リーダーシップ系統の

能力」が備わっていることが最も重要です。さらに、「マネジメント系統



 

5－2 
 

の能力」、「マーケティング系統の能力」、「ファイナンス系統の能力」につ

いても必要ですが、これらは必ずトップ人材が一人で有すべきものではな

く、専門人材とも協力し合いながら、お互いを補完し合うことが重要で

す。 

それぞれの能力の詳細及びその前提となる知識は以下の通りです。 

 

 

 
 

３．専門人材（CMO:Chief Marketing Officer） 

（１）役割 

観光地域づくり法人が「トップ人材」による組織運営の下、各種事業を

的確に遂行するためには、事業運営の各分野における専門知識を備えた人

リーダーシップ系統の能力 

トップ人材に求められる能力 

観光地域づくりに取り組む志を持ち、関係者との認識共有及び合意形成を行う能力 

多様な関係者をとりまとめ、必要な人材や資金を確保し、プロジェクトの立案や進

行管理を行う能力 

トップ人材は

必須 
 マネジメント系統の能力 

地域の魅力を創造することで、来訪者の新規獲得と既存顧客維持を行う能力 

マーケティング系統の能力 
●専門人材は

専門分野につ

いて深い知識･

能力を備える。 

中長期視点での財務戦略を立案・遂行し、安定的な DMO 活動の財源を支える能力 

ファイナンス系統の能力 

 観光地域マネジメント計画に関する知識 

 合意形成に関する知識 

必要となる知識 能力の系統 

Ａ リーダーシップ系統の能力 

Ｂ マネジメント系統の能力 

Ｃ マーケティング系統の能力 

 持続性･公益性に関する知識 

 受入環境に関する知識 

 滞在プログラムに関する知識 

 観光地域マーケティング計画に関する知識 

Ｄ ファイナンス系統の能力 
 財務戦略、資金調達に関する知識 

ＤＭＯの財源に関する知識 

各能力を発揮するために必要となる系統別の知識 

・ 
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材が必要です。 

「専門人材」は、継続的な情報収集をベースに、戦略の策定、マーケテ

ィング、財源確保、顧客管理、プロモーション、旅行商品の開発等を行う

ことを役割とします。 

 

（２）求められる知識・能力 

上記の役割を果たす「専門人材」は、各種データ等の継続的な収集･ 

分析、収集したデータに基づく戦略の策定、マーケティング、顧客管理、

web・メディア等を活用した効果的なプロモーション、観光資源の発掘と着

地型旅行商品づくり等、観光地域づくり法人の各機能にわたる専門的な知

識･スキル･ノウハウを備えることが必要です。 

一方、これらの知識・能力は多岐にわたることから、一人ですべてを備

えることは困難であり、複数の職員が分担し合い、それぞれの担当分野に

ついて知識・能力を習得する必要があります。 

専門人材が備えるべき知識・能力としては、例えば、以下のようなもの

があります。 

①戦略策定 

客観的な事実に基づき現状を把握したうえで、地域として最も価値の

高い実現すべき具体的な目標（KGI）を設定することが必要です。その

KGI を達成するための KPI(旅行消費額、延べ宿泊者数、来訪者満足度、

リピーター率、ＷＥＢサイトアクセス状況等)を設定し、その進捗管理

を行うことも求められます。また、PDCA サイクルを効率的に回す体制を

作ることが重要です。数値的な面だけでなく、行政や観光協会、地域の

他事業者との役割分担を行うこと、連携体制を築くことにより、効果的

な地域運営を図ることができるよう、地域に働きかけることも必要で

す。 
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②マーケティング 

観光市場の変化、地域内の観光動向等の各種データを継続的に収集・

分析することが必要です。特に、旅前（目的地を決定し、現地で何をし

ようか検討する期間）、旅中（現地を満喫している期間）、旅後（旅の余

韻に浸っている期間）の段階ごとに分析していくことが重要となりま

す。分析したデータを元に、自地域の強みを明確にして、誰に対してど

のような価値を提供するのか等を見極め、適切に情報発信をすること

で、旅行先に選んで貰うためのアプローチをしていかなくてはなりませ

ん。 

それに加えて、観光に特有のマネジメント特性を念頭に戦略を構築す

ることが重要です。例えば、季節性を例にすると、ピーク期のマーケテ

ィングよりオフ期、ショルダー期のマーケティングに力を注ぐ方が地元

の観光関連事業者としてもメリットが多いことからも、観光に特有のマ

ネジメント特性に目を向けておくことが重要です。 

 

③顧客管理 

来訪者拡大に向けて、目的地に選んで貰うためのアプローチはもちろ

んのこと、旅行中における顧客満足度の向上を図ることも必要です。ま

た、リピーター化を図るためにも、来訪後の顧客に対し、再訪喚起を促

すため、メールマガジンや各種ＳＮＳを駆使し、フォローアップをする

ことも重要です。 

 

④効果的なプロモーション 

観光プロモーションには様々な手法がありますが、web やメディアを

活用したプロモーションに加え、近年では、双方向でのコミュニケーシ

ョンを取ることができるＳＮＳや、著名人等のインフルエンサーを活用

したプロモーションが主流となりつつあります。より効果的なプロモー

ションのためには、旅前・旅中・旅後の段階別、各ターゲット、各国別

に適切な手段でアプローチをすることが必要であることに加え、広告や

パブリックリレーションなども取り入れたプロモーションミックスを計

画・実践することが重要です。 

 

⑤観光資源の発掘と着地型旅行商品づくり 

地域固有の観光資源を発掘し、磨き上げを行い、価値を持たせ、その

地域独自のものとして確立することが必要です。持続性、採算性の検

討、販売ターゲットの明確化、多言語化への対応等を行い、収益性があ
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る商品を開発していくことが求められます。旅行形態が FIT 化、着地主

導型に移行し、「学ぶ」「体験する」というような「コト消費」へと旅行

需要が変化している現在、来訪者拡大に向けて、地域が主体となり体験

や交流等を交え、観光客の傾向・趣向を踏まえた商品を地域内の事業者

と連携を図り開発することが重要です。 

 

地方創生カレッジでは、ＤＭＯの基本的な機能や役割、マーケティング及

びマネージメントの基礎的な知識等について、E-ラーニングにより、自主的

に学ぶことが可能です。 

（URL：https://chihousousei-college.jp/） 

 

４．専門人材（CFO:Chief Financial Officer） 

（１）役割 

観光地域づくり法人の持続可能な運営のためには、中長期的視点での安

定的な財源（運営資金等）の確保が必要不可欠です。この中長期的視点で

のＤＭＯの財源確保に責任を負う専門人材を上級幹部または役員として設

置することが必要です。 

「専門人材」は、ＤＭＯ財源確保における最高責任者であり、財務戦略

の立案・執行を司ります。経理や財務管理の範囲にとどまらず、安定的な

資金調達（資金提供者とのコミュニケ－ション、アドボカシーやロビー活

動等を含む）に向けた活動を幅広く執り行い、ＤＭＯ活動に必要な財源の

安定確保を図っていきます。即ち、ＣＦＯは、単なる財務・経理部門の責

任者（経理部長や財務部長）とは異なり、法人の経営及び観光地域づくり

の活動全体の財務基盤を支えるミッションを負った、経営陣の一部と位置

づけることが重要です。 

 

（２）求められる知識・能力 

観光地域づくり法人が持続的・継続的に事業を実施するためには、自ら

の財源の現状を把握し、安定的に資金を確保することが必要です。地方税

（宿泊税等）の導入や負担金による特定財源の検討、行政からの補助金と

いった公的資金により財源を確保することに加え、ＤＭＯとして会員から

徴収する会費や収益事業（旅行業、物販事業等）、公物管理受託、協力金、

寄付金等といった様々な手段による財源確保を検討することが必要です。 

これを実現するためには、それら多様な財源の特徴を理解した上で、Ｄ

ＭＯの戦略遂行を支えるための財務戦略を立案する知識・能力、さらに

は、既存財源の安定化及び新財源の発掘・構築を目的とした、資金提供者



 

5－6 
 

とのコミュニケーション、アドボカシーやロビー活動、及びファンド・レ

イジング等の知識・能力も必要となると考えられます。 

これらの知識・能力をすべて備えた人材を確保することが困難な場合に

は、ＣＦＯの補佐として、複数の人材で必要な専門性を補うことも可能で

す。但し、安定的な財源確保の責任は、複数に分散することなく、ＣＦＯ

（1 人）が負うことを組織として明確にしておくことが重要です。 

 

５．スタッフ人材 

（１）役割 

専門的人材の下で実務を行う職員です。 

実務を行う中でノウハウを蓄積することにより、将来的には各部門を 

担う専門人材へと成長することが期待されます。 

 

（２） 求められる知識・能力 

スタッフ人材は、ＤＭＯの実務を行う職員であることから、必ずしも高

度な知識を備えておく必要はなく、むしろ各分野に関する基礎的な知識

と、観光という分野の特性である現場を大切にする人材であることが求め

られます。 
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６．人材育成の取組み 

  人材育成は短期で成し遂げられるものではありません。最低でも数年単

位の時間軸が必要となります。実務能力を有した人材になるためには、E-

ラーニングや座学、講義だけではなく、実際の現場やそれに近い状況下に

おけるＯＪＴ（On the Job Training）演習が必要となります。 

また、観光地域づくりを担う人材には、地域への強い思いといった志の

高さや、地域の人間関係への十分な理解や地域において取組を持続的･継続

的に行っていくこと等が求められます。 

  特に、リーダー人材や専門人材は、ＤＭＯの運営において重要な役割を

担いますが、その人材育成はＤＭＯ向けに開催されているセミナーや研修

会または大学の経営マネジメントや観光に関するカリキュラムによる学

習・研鑽に加え、実際のフィールドにおいて、中長期的な視点に基づき、

人材育成や教育･研究等の分野において専門性を持つ組織とも必要に応じて

連携しながら実施していくことが必要です。 

  このため、観光庁においては、観光地域づくり人材育成事業に取り組む

地域等の例を整理し、地域での人材育成に必要となる手法及び事例を「“人

育て”から始める観光地域づくり～観光地域づくり人材育成実践ハンドブ

ック 2015」としてまとめています。そのポイントは以下のとおりです。 

ＵＲＬ：https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/jinzai/ikusei.html 
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【人材育成のプロセス】 

 
観光地域づくりへの 

取組状況 
育成する人材像 求められる能力 

取
組
段
階
１ 

観光地域づくりに関

心ある人材を育成･拡

大する段階 

観光地域づくりに関心のある

人材 

観光地域づくりの考え方

を理解していること 

取
組
段
階
２ 

観光地域づくりの中

核となる人材を育成

する段階 

観光地域づくりの取組の中核

となる人材 

高い志を持ち、観光地域

づくりマネジメント･マ

ーケティングを理解して

いること 

取
組
段
階
３ 

複数地域で観光地域

づくりに取り組む必

要性が関係者に共有

されており、「地域

のリーダー人材」を

中心とした取組が実

践されている段階 

広域（複数市町村）の観光地

域づくりの取組の中核となる

人材 

俯瞰的視野を持ち、複数

地域の取組を効果的に推

進できる戦略を立案、推

進できること 

 

 

【人材育成の手法】 

 
  

育成手法 内容 
座学 講師による講義と、受講者によるグループ討議を組み合わせる。グ

ループでの議論を行うことで、講義内容に関する知識が定着する。 
ワークショップ 
演習 

特定の課題（事業計画の策定など）を、受講者グループ別に課す。

実際の業務に近い状況を受講者に体験させることで、複数の能力分

野の育成を同時に図る。 
ＯＪＴ 育成対象者が携わる実際の業務について、講師が指導役＝メンター

となり、複数の能力分野の育成を同時に図る。 
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【人材育成の段階別の育成事業の内容】 

 

人材育成の段階 方法 主な内容 
取

組

段

階

１ 

観光地域づくりに

関心ある人材を育

成･拡大する段階 

座学 
ワークショップ演習 

･ 観光地域づくりに向けた取組への

理解を深めるための講義 
･ 地域連携の意義や必要性をテーマ

としたワークショップ演習等 

取

組

段

階

２ 

観光地域づくりの

中核となる人材の

育成段階 

座学 
ワークショップ演習 
 

･ 観光地域づくりにおける人材の役

割についての講義 
･ リーダーシップの考え方について

の講義 
･ 参加者の創造性、論理性、主体性

を見出だすためのワークショップ

演習 
取

組

段

階

３ 

広域（複数市町

村）の観光地域づ

くりの中核となる

人材の育成段階 

座学 
ワークショップ演習 
ＯＪＴ 

･ 広域における観光地域づくりに求

められる戦略立案能力を学ぶため

の講義、ワークショップ演習 
･ ＯＪＴを通じた実践 

 大分県では、観光・地域づくり人材の育成について、求められる人材に応じたきめ

細やかな人材育成に取り組んでいます。 
 その中で、観光・地域づくり人材を育成するために、平成 19 年からおおいたツーリ

ズム大学を開講しています。おおいたツーリズム大学は、地域資源を活かしたツーリ

ズムの振興やネットワークづくりを通じた地域リーダーの育成を目的としたもので、

県内在住の観光や地域振興関係の業務に携わる、おおむね 20～40 歳代の方を対象とし

ています。 
 講義については、全８回程度で、県内各地や県外の先進地視察、観光・地域づくり

の実践者による講義や、受講者とのディスカッションなどが実施され、修了式では、

受講生自身が抱える課題の解決方法についてのプレゼンテーションが行われます。 
 これまでの修了生は、地域資源を活かした商品開発や観光協会において観光・地域

づくりに取り組むなど、県内各地で活躍しています。また、修了生による SNS ネット

ワークの構築や年１回のフォローアップ研修を実施するなど、修了生のフォローにも

取り組んでいます。 

国内事例：大分県の人材育成の取組（おおいたツーリズム大学） 
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長野県では、平成 28 年度から地域の「観光地域づくり」の舵取り役としての役割を

果たす日本版ＤＭＯ構築を目指す県内各地の市町村観光協会事務局長等の幹部職員を

対象に、集中的かつ効果的な講座を行い、ＤＭＯ構築のために必要な基本的知識の習

得に取り組んでいます。 
 講義の特徴としては、目指すリーダーの姿を明確化し、それに対応した講義内容と

していることです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
具体的な講義内容としては、講義毎に異なる日本版ＤＭＯ構築の実践者を講師に迎

え、講師による問題提起、塾生自身による現状・課題等の発表や、これらを踏まえた

討議を行っています。 
 長野県では、信州ＤＭＯリーダー養成塾を通じたＤＭＯ構築の実践者の育成も含

め、県内の地域ＤＭＯ構築の取組を支援し、地域における観光振興に取り組むことと

しています。 

国内事例：長野県の人材育成の取組（信州ＤＭＯリーダー養成塾） 

目指すリーダーの姿

○地域に対して誇りと愛着を感じている人材

○組織・集団をまとめる役割を担うリーダーとしての組織管理、戦略的思考等の理解や、洞
察力、構想力のある人材

○利害関係者の相互理解や信頼関係を構築する対人対応力、対話力がある人材

○事業に潜む各種の危険性に備えるリスク分析や危険回避策、不足の事態が発生した際
の効果的・効率的な対応が取れる人

○地域資源を活かした観光地域の形成を促進させる観光戦略プランの策定、地域づくり、環
境の整備等が促進できる人

 クイーンズタウン・リゾート・カレッジは、観光専門人材の育成に加えて、地域コ

ミュニティに対する観光産業の重要性にかかる認知度向上の取組も積極的に展開して

います。 
同校では 2 つのコース（ホスピタリティマネジメント／アドベンチャーツーリズムマ

ネジメント）を設けており、準学士（Diploma）を取得できます。毎年 200 名の学生が

9 ヵ月間のインターンに出ており、学んでいる内容に応じて、ホテルやアクティビティ

（バンジーやスカイライン等の観光アクティビティ）に派遣されています。 
「ベター・ビジネス・プログラム（Better Business Program）」というブランドを打

ち出して、近年、地域の歴史や取組を地域に住む人が職種･年齢問わず、学ぶためのショ

ートコースを設定しています。アンバサダーコースは、地域の人々に観光の価値（経済

効果）を学んでもらうプログラムとなっています。（2018 年 3 月時点） 

海外事例：ニュージーランドのクイーンズタウン・リゾート・カレッジ 
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７．外部人材の活用 

地域で必要な人材を確保することが困難な場合や育成に時間がかかる場

合には、外部人材の活用も考えられます。 

ただし、外部人材の活用に当たっては、民間企業と観光地域づくり法人

との組織形態、文化の違い、観光振興を進めるに当たっての現況･課題は

地域毎にそれぞれ異なること等を踏まえ、その状況に合った真に必要とな

る人材を明確にした上で、人選することが必要です。また、採用した外部

人材に頼り切りになるのではなく、地域の目指す将来像などは、外部人材

の知見も活用しつつ、地域自身で主体的に検討を行うことが必要になりま

す。 

  要件に合致する適切な人材を見つけることが困難な場合には、 

① 公的な人材派遣制度の活用 

②  連携の相手方となっている他の観光振興組織･地方公共団体等か

らの期限付きでの人材派遣 

等を行うことも考えられます。 

 また、外部人材を活用する際には、派遣された職員の勤務評価が派遣元

組織と観光地域づくり法人で利益相反しないような人事評価の仕組みを確

立することが重要です。 

なお、外部人材の登用においては、観光業界の経験だけに着目するので

はなく、配置する職位及び遂行する職務に応じた専門知識や経験を有する

人材を多様な業種からも広く採用することが望ましいと考えます。 

 

地域において、外部人材が活動するに当たっては、地元の既存団体との

軋轢など様々な困難が予想されます。このような困難を乗り越えて、外部

人材が最大限の成果をあげるためには、受入先となる地域において、採用

した外部人材が効率的に活動できる体制づくりが必要となります。 

具体的には、外部人材が地域において活動する上で観光地域づくり法人

や行政がバックアップを行うことや、トップ人材には地域で指導力を発揮

できる人材を充て、専門人材としてマーケティングスキルなどの専門知識

を持った外部人材を採用するなど、役割分担を明確化すること等が考えら

れます。 

また、外部人材自身も、地域の価値の最大化を図る上で、自ら積極的に

地域住民や事業者などとの関係性を構築する必要があります。 
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レンジ 平均給与
CEO 336,851 - 488,100 412,476
GM 238,301 - 336,851 287,576
部長 167,100 - 238,300 202,700

８．人材の雇用・採用 

 観光地域づくり法人が自律的･継続的な活動を実施していく上では、自治

体や地域の特定の民間企業などの関係主体から独立した採用活動（出向等

は存在）を行い、様々なバックグラウンドを持つ人材を採用していくこと

が効果的です。また、外部人材の登用と同様に、採用する人材は、観光業

界の経験だけに着目するのではなく、配置する職位及び遂行する職務に応

じた専門知識や経験を有する人材を多様な業種からも広く採用することも

考慮が必要です。 

加えて、能力の高い人材を雇用するためには、一定水準の報酬が保証さ

れることが重要です。このため、 

・トップ人材：観光地域づくり法人が観光地域づくりのＫＰＩとして設

定した指標（旅行消費額、延べ宿泊数、来訪者満足度、リピーター

率、ＷＥＢサイトアクセス状況、住民満足度等）の達成状況と連動し

た報酬体系 

・専門人材：部門毎の目標の達成状況と連動した報酬体系 

・スタッフ人材：何らかの成果報酬制度を取り入れる 

を検討することが有効と考えられます。 

   

 

 
８．他省庁の人材支援制度 

各関係省庁にも、それぞれの観点から、専門家を集約したリストの作成や派

遣・支援制度があります。 

 

  

本表は、オーストラリアのニューサウスウェールズ州ＤＭＯの経営幹部の報酬水準を

示したものです。レンジ及び給与ともかなり高い水準にあることがわかります。 
 
 
 
 

（単位：豪ドル、1 豪ドル=87 円（2015 年 11 月 9 日時点）） 
出所：ニューサウスウェールズ州 DMO アニュアルレポート 2013/2014 

海外のＤＭＯ（オーストラリア・ニューサウスウェールズ州 DMO）の報酬形態 
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○プロフェッショナル人材事業（内閣府） 

潜在成長力のある地域企業の経営者に対し、新商品開発や新販路開拓など

の「攻めの経営」への転身を促し、その成長戦略を実現するプロフェッショ

ナル人材の採用を支援する取組 

○地方創生人材支援制度（内閣府） 

地方創生に積極的に取り組む比較的人口規模の小さい市町村に対し、意欲

と能力のある国家公務員や大学研究者、民間人材を、市町村長の補佐役とし

て派遣する制度 

 

○地域活性化伝道師（内閣府） 

地域活性化に向け、意欲的な取組を行おうとする地域に対して指導・助言

などを行う地域興しのスペシャリストのデータベース 

 

○JET プログラム（語学指導等を行う外国青年招致事業）（総務省、（一財）自

治体国際化協会） 

外国青年を日本に招致し、地方公共団体において観光振興・国際交流業務

や小中高校での外国語指導等に活用 

 

○地域おこし企業人交流プログラム（総務省） 

市町村が、企業の社員を一定期間受け入れ、そのノウハウや知見を活かし、

地域独自の魅力や価値の向上等につなげる取組 

 

○地域おこし協力隊（総務省） 

都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、生活の拠点を

移した者を、地方公共団体が「地域おこし協力隊員」として委嘱。隊員は、一

定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地

域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地域協力

活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組 

 

○地域人材ネット（総務省） 

地域独自の魅力や価値の向上の取組を支援する民間専門家や、先進市町村

で活躍している職員(課)のデータベース 

 

それぞれの事業詳細は次ページよりご紹介いたします。 
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プロフェッショナル人材事業

問い合わせ先：内閣府 地方創生推進室 TEL:03-6257-1412 

各道府県は、潜在成長力ある地域企業に対し、プロフェッショナル人材の採用支援活動を行

う、「プロフェッショナル人材戦略拠点」を設置し、平成 28年１月頃から、本格的に活動を開始
した。 
各拠点は、地域企業の経営者を対象に、成長戦略や人材戦略への関心を引きつけるセミナ

ー等の活動を展開しつつ、成長が期待される企業に個別に接触し、経営者に「攻めの経営」と

新たな事業展開を促すことで、プロ人材に対する有望かつ明確なニーズを発掘し、人材市場

に発信する。 
地域金融機関や各種支援機関等とも、有望企業の発掘やその成長戦略の策定などで積極的

に連携。各地の拠点同士で協力しながら、都市部の大企業との人材交流の拡大や、地方創

生インターンシップ事業との連携、都市部のプロ人材に対する地域経済の潜在力アピールなど

の活動を展開。日本人材機構や、人材ビジネス事業者とも密接に連携しつつ、様々な形で、プ

ロ人材の還流実現に取り組む。 
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地方創生人材支援制度及びデジタル専門人材派遣制度 

問い合わせ先：内閣府 地方創生推進室 TEL: 03-5253-2111 
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地域活性化伝道師 

問い合わせ先：内閣府 地方創生推進事務局 TEL:03-5510-2151 
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JET プログラム（語学指導等を行う外国青年招致事業） 

問い合わせ先：総務省 自治行政局 国際室 TEL:03-5253-5527 

（一財）自治体国際化協会 JET プログラム事業部 TEL:03-5213-1733 
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【概  要】   市町村が、企業の社員を一定期間受け入れ、そのノウハウや知見を活かし、地域独自の

魅力や価値の向上等につなげる取組に要する経費を特別交付税の対象とする。 

【対 象 者】   地域おこし企業人交流プログラムに取り組む地方自治体  

【対 象 事 業】 市町村が、三大都市圏に所在する企業等の社員を一定期間受け入れ、そのノウハウや知

見を活かし、地域独自の魅力や価値の向上等につながる業務に従事することで、地方自治

体と企業が協力して、地方圏へのひとの流れを創出できるよう取り組む事業 

【支 援 内 容】  

①地域おこし企業人の受入れの期間前に要する経費 

        受入自治体が支出した対象経費のうち一般財源の合計額に０．５を乗じて得た額。 

（合計額が１，０００千円を超えるときは１，０００千円に０．５を乗じて得た額を上限） 

 ②地域おこし企業人の受入れの期間中に要する経費 

  受入自治体が支出した対象経費のうち一般財源の合計額。 

（合計額が５，６００千円※を超えるときは５，６００千円※を上限） 

 ③地域おこし企業人の発案・提案した事業に要する経費 

  受入自治体が支出した対象経費のうち一般財源の合計額に０．５を乗じて得た額。 

（合計額が１，０００千円を超えるときは１，０００千円に０．５を乗じて得た額を上限） 

 

 

 

地域おこし企業人交流プログラム

問い合わせ先：総務省 地域力創造グループ 地域自立応援課 TEL:03-5253-5392 
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【概  要】  都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、生活の拠点を移した者を地

方公共団体が「地域おこし協力隊」として委嘱する。隊員は、一定期間、地域に居住して、

地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR 等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、

住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組

に要する経費を特別交付税の対象とする。 

【対 象 者】  地域おこし協力隊に取り組む地方自治体 

【支援内容】 ①地域おこし協力隊員の活動に要する経費 

          隊員１人あたり 440 万円上限 

②地域おこし協力隊員等の起業・事業承継に要する経費 

           最終年次又は任期終了翌年の起業する者又は事業を引き継ぐ者１人あたり 100 万円上限 

③-1 地域おこし協力隊員の募集等に要する経費 

         １自治体あたり 200 万円上限 

③-2 「おためし地域おこし協力隊」に要する経費 

        １団体あたり 100 万円上限 

 

  

地域おこし協力隊 

問い合わせ先：総務省 地域力創造グループ 地域自立応援課 TEL:03-5253-5394 
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【概  要】  市町村が、外部専門家（「地域人材ネット」登録者）を招へいして、地域独自の魅力や価

値の向上、地域力を高める取組に要する経費を特別交付税の対象とする。 

【対 象 者】  定住自立圏構想に取り組む市町村又は条件不利地域をその区域の一部に含む市町村 

 

 

  

外部専門家（地域力創造アドバイザー）招へい事業 
問い合わせ先：総務省地域力創造グループ人材力活性化・連携交流室 TEL: 03-5253-

5392 
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 近畿大学及び JTB 総研では、経済産業省の支援（※）を受け、「観光地経営を担う日本版

ＤＭＯの人材育成プログラム」の作成を進めております。 

 このプログラムにおいては、成功するＤＭＯに必要なマネジメントを以下の３つに整理

しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「ＤＭＯに必要な３つのマネジメント」を基に、独自に開発した様々な 20の科目を

体系的に整理し、最終的には EdTec を活用した遠隔地教育プログラムとして、全国のＤＭ

Ｏに対応できる環境を整備する予定です。 

＜体系的に整理された 20 の科目＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）経済産業省では、産業界と教育機関が連携して取り組むサービス産業のマネジメン

ト人材の専門的・実践的な教育プログラム開発を、産学連携サービス経営人材育成事業に

て支援しています。 

参考：近畿大学と JTB 総合研究所が連携した人材育成プログラムの開発 

①ＤＭＯによるマーケティング 

マネジメントに関する科目 

②ＤＭＯによる組織マネジメント 

に関する科目 

③ＤＭＯによるエリア 

マネジメントに関する科目 
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第６章．自律的･継続的な活動のための資金確保  

１．基本的な考え方 
◎ 観光地域づくり法人が、自律的･継続的に活動するためには、安定的な運

営資金の確保が重要です。 
運営資金については、観光地域づくり法人は地域の稼ぐ力を引き出す主体

であり、必ずしも観光地域づくり法人そのものが稼ぎを上げる必要がある

わけではないことに留意しつつ、 
① 観光地域づくり法人が、地域全体に利益を生み出す目的で実施する地

域内･地域間での調査･調整機能は観光地域づくり法人自身が直接収益を

上げるものではなく、機能に係るコストについて公的資金での担保が必

要 
② 観光地域づくり法人が行う取組は、短期間では成果が見えにくく、自

律的･継続的に活動していくためには、職員の雇用環境を安定化させる安

定的･長期的な自主財源が必要 
といった観点から、行政の補助金等の支援策の活用や宿泊料等から薄く

広く徴収する地方税等の設定、負担金や分担金の徴収、金融機関を含む民

間企業からの寄付・投資や、収益事業の実施など様々な手段を、地域の実

情に応じて組み合わせ、安定的な運営資金を確保することが重要です。 
ただし、自治体予算は単年度主義であり、将来にわたる安定的な支援の

継続を見込むことは困難であることから、自治体からの補助金等に完全に

依存することは望ましくないと考えられます。 
現在、多くの観光地域づくり法人では安定的かつ多様な財源の確保の点

で課題を抱えており、特に受益者負担の視点を踏まえた特定財源の確保の

例は少数に留まっているのが実態です。 
こうした点も踏まえ、観光地域づくり法人の安定的な運営資金の確保に

おいては、地域の実情にあわせて、条例による特定財源（宿泊税、入湯税

等）の確保や受益者負担の観点等も含めて、各財源の特性を理解した上で

多様な財源をマネジメントし、活用していくことが重要です。 
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組織の財源の性質  

 
２．収益事業（物販、着地型旅行商品等） 
◎ 経営の視点から独立性の高い組織運営と組織の持続可能性を確保していく

上で、自由度の高い自主財源を創出するために物販や滞在プログラム･旅行

商品の造成･販売等の収益事業に取り組むことが考えられます。 
 
（１）物販 

地域を地域外に売り出していく、情報発信していくための手段として、物

販事業を実施することが考えられます。 
物販事業に係る具体的な事例としては、地域内で土産物の販売を行ってい

る団体や、インターネットショッピングサイトを立ち上げて統一ブランド名

を付与して土産物を販売する取組などがあります。また、観光地域づくり法

人が土産物を生産する事業者に対して顧客のニーズに合うものとなるような

提案やアドバイスを行い、継続的に新たな商品開発を行うよう促しているも

のなどがあります。 
 将来的には物産に係る品質認証制度を整備し、ブランドマークに係る認証

料等を観光地域づくり法人の自主財源とすることも考えられます。また、品

【自主財源の３要素】 

 
【運営資金の課題】 

 
出所：コト消費空間づくり研究会（第６回）事務局提出資料より作成。 

 
網羅性 自主性 

マネジメントの受益者とな

る特定地域内の地権者･事業者

等を漏れなく対象とする。 
 フリーライダーの発生を防

止し、組織活動の安定性をも

たらす 

魅力ある観光地域づくり

という目的の下、ＤＭＯが自

身の事業活動を主体的及び

事後的に決定できる 

 単年度でなく、ＤＭＯが自律

的･継続的に活動できる運営資

金を確保することが、事業の実

効性や人材確保等の面で必要 

持続性 

資金の種類 網羅性 自主性 持続性

補助金 － × ×（単年度）

指定管理 － × △（複数年）

収益事業 － ○ ×

会費制
×

（フリーライダー）
○ ×

法定外目的税
分担金

○ ○ ○



6－3 
 

質認証制度により地域における物産の品質向上効果も期待できます。 
 
（２）滞在プログラム･旅行商品の造成･販売 

 第３章において、解説しておりますので、詳しくはそちらをご参照下さい。 
 
３．公物管理の受託 

観光地域づくり法人が地方公共団体から施設管理を受託して、宿泊施設、

飲食施設、温泉施設、文化施設等の施設運営事業を実施し、その収益をＤＭ

Ｏの運営資金とすることも考えられます。ただし、施設運営における収益の

取り扱いについては、地方公共団体によって異なりますので、収益の取り扱

いについて、地方公共団体との間でコンセンサスを得る必要があります。 
施設運営事業については、各施設の運営ノウハウを有する専門人材や運営

に必要な職員の確保などを検討する必要があります。 
例えば、信州いいやま観光局では、自治体から受託管理するグリーンツー

リズムの拠点施設、温泉施設、人形館、道の駅、カフェ施設、新幹線駅併設

の総合観光所案内所及びアウトドアアクティビティ総合案内センターといっ

た観光施設を運営し、マネジメントするエリアの地域ブランドを先導する拠

点とするとともに、事業収入を確保しています。 
 
４．メンバーシップ･フィー（会費･賛助金･寄付金等） 
  観光地域づくり法人が地域内･地域間でのマネジメント･マーケティング機

能を発揮することに対して、地域の関係者からの会費･賛助金･寄付金等を募

ることも、地域の関係者との協力・協調関係を構築しつつ、自主財源を創出

する取組として有効です。会費等を集めることによるスケールメリットで、

広域のマーケティングリサーチの実施や多言語コールセンターの開設等の単

独の事業者では導入が難しいサービスを観光地域づくり法人が地域に提供

し、事業者がメンバーシップに参画するメリットとすることができます。 
一方で、会費等は、地域の関係者から広く強制的に徴収する仕組みではな

く、観光地域づくり法人の取組等に賛同する者があくまで自主的に支払う性

質の仕組みであるため、フリーライダーの防止という観点が必要となりま

す。 

 

ブランド管理事業として、民間事業者から会費を集め、雪国Ａ級グルメ事業、観光品

質認証事業等を実施するとともに、広報事業では、プロモーションに参加する事業者か

ら負担金を集めています。 

取組例：雪国観光圏  
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５．特定財源（地方税（宿泊税、入湯税等、負担金）） 

行政の強制徴収の仕組みを活用しつつ、地方公共団体独自の判断で、ＤＭ

Ｏの運営資金を確保する手法として、宿泊税や入湯税等の地方税（法定外目

 せとうちＤＭＯでは、会員制の事業者支援サービス「せとうちＤＭＯメンバーズ」を

運営しています。事業者単体では取組が難しい機能をＤＭＯが整備することで、地域の

事業者は、以下のような様々なサービスを利用することができるようになっています。 
【提供されるサービスの例】 
・瀬戸内ミーティング、瀬戸内アカデミー 
  メンバー向けに、セミナー、シンポジウムやビジネス交流会を開催。セミナーでは、

せとうち学（歴史文化）、ハラル対応、海外事業拡大とリスク管理なども取り上げる。 
・外国語電話通訳サービス、メール翻訳サービス 
  電話通訳では、訪日外国人対応の通訳専用コールセンターを 24 時間 365 日提供。

16 カ国語に対応。メール翻訳では、英和・和英翻訳を提供。原則 24 時間以内回答。 
・着地型旅行商品の販路拡大支援 
  DMO が運営する「瀬戸内 Finder」「SETOUCHI REFLECTION TRIP」と提携す

る着地商品予約サイト(Voyagin、じゃらん net)により国内外への発信から予約までを提

供。 
・制度融資（ぐるり瀬戸内活性化保証） 
  7 県の信用保証協会が共同創設した信用保証制度で、メンバー専用は観光活性化の

資金として融資が受けられる。条件によって保証料率の割引適用もあり。 
 

取組例：せとうちＤＭＯ 

ロンドン＆パートナーズでは、自主財源としてパートナーからの年会費を活用してお

り、その際、会員の資格レベルで以下のとおり会費額を変えています。(2018 年 3 月時点) 
資格レベル 年会費 会員数 受けられるメリット 

ゴールド 1,000～2,000 ポンド 

（約 15～30 万円） 

約 1,200 社 ･ウェブサイトと会員名簿に掲載 

･手引書での情報提供 

プレミアム 25,000～30,000 ポンド 

（375～450 万円） 

約 30 社 ･積極的にアドバイス 

･四半期毎の会合による専門知識の提供 

･マーケティングキャンペーンに自動参加 

プラチナ 個別交渉 １社 ･Ｌ＆Ｐと一体化した活動 

･Ｌ＆Ｐが参加した見本市や展示会に必ず参加 

 

取組例：ロンドン＆パートナーズ 
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的税含む）や分担金・負担金の仕組みを活用することが考えられます。 
北米や欧州等では、地域づくり（まちづくり）のための持続的な財源を創

出する取組として、税･負担金方式を導入する事例が多く見られます。 
法定外目的税･負担金方式の導入については、地域での合意形成などのハー

ドルはあるものの、地域･業種･業界から網羅的に徴収することで、観光地域

づくりのための安定的な財源を創出する上では有効な取組だと考えられま

す。 

 

ハワイでは、州政府が徴収した宿泊税の一部を特定財源としてハワイ州観光局

（HawaiiTourism Authority: HTA）の組織運営や DMO 活動資金に充てることが、ハワ

イ州法（州法 201b の 11 条）で定められている。この仕組みが HTA の安定的な運営

及び活動財源を支えています。 

宿泊税の配賦については州法 237d の 6.5 条で規定されており、このうち HTA の

予算として配分されるものは、「観光事業特別基金」、「コンベンションセンター特別

基金」、「特別土地開発基金」の 3項目です。2019 年度の配分額は、それぞれ 79百万

ドル、16.5 百万ドル、3 百万ドルであり、徴収総額 631 百万ドルのうち、それぞれ

12.5％、2.5％、0.5％にあたります。 
【宿泊税収入の配分額（2019 年度、総額 631 百万ドル）】 

 
これらは全て HTA の裁量によって執行(支出)できる予算となるため、一度分配さ

れると政治的な影響等を受け難いというメリットがあります。ただし、その一方で、

これら基金からの支出については、州議会に対して説明責任を負っており、不要な使

途や効果が認められない出費があるなどの疑義が生じた場合には、議会は翌年度の

予算額減少などの措置を執ることもできます。 

このような事態を避け、安定的な財源の確保し続けるため、HTA では、理事会を頂

点とする明確なガバナンスの仕組みを有し、州議会や様々なステークホルダーへの

説明や情報公開を十分に行っています。また、CEO や CAO（ChiefAdministrative 

Officer）は、説明責任者として、常に州議会をはじめとした多方面の関係者と積極

的なコミュニケーションを図り、十分な意見交換を行っています。(2020 年 3 月現在) 

海外事例：ハワイ州観光局の財源（ＤＭＯ財源としての宿泊税の仕組み） 
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チロル州では 1925 年以来長年にわたり、州内に立地する全ての事業者から義務

会費（観光関連事業納付金）を徴収する制度を確立しています。本制度は「チロル

観光法」（Tiroler Tourismusgesetz 2006 （英：TyroleanTourism Act 2006））に

よって規定されており、徴収や分配などの全ては法的根拠に基づいて運用されてい

ます。 

「州内の全ての事業者は何らかの形で観光業からの恩恵を受けている」との考え

の下に、その納付は義務となっており、州政府が州内約 6 万の事業所から徴収して

います。未納者に対しては罰則制度も設けられており、政府による土地の没収など

も可能となっています。 

事業者の会費額は、売上規模やその事業者が属する業種の観光との関連度

（Tourism Intensity）などにより決定されています。 

州政府が徴収した会費総額の一部はチロル観光基金に組み入れられ、チロル州観

光局(Tirol Werbung： 州全体のマーケティングを担当する DMO)の財源等に充てら

れる他、残りは州内各地域の観光協会（地域の DMO）に分配しています。 

チロル州観光局では、この会費が事業者の義務であることに鑑み、各業種の事業

者に何らかの形で観光業からの恩恵があることを示すために、観光関連調査を実施

し、来訪者数のみならず観光関連収入等の経済効果も把握・分析しています。 

また、州政府は宿泊施設を通して宿泊者からも宿泊税を徴収しています。徴収は

定額制で、各地域の観光協会がそれぞれの地域の宿泊施設に対して、1泊あたり上

限 3 ユーロ（近年中に 5ユーロへ引上予定）の範囲内で個別に設定できる。徴収に

係る手続きは州政府が執り行うが、徴収額の 99％はそれぞれの地域の観光協会に分

配される仕組みとなっている。この宿泊税制度についても、チロル滞在税法で規定

が定められている。 

チロル州における観光財源と配分イメージ図

 
 

上記の通りチロル州では、義務会費と宿泊税という仕組みを州法によって規定す

ることで、DMO の安定的な財源確保を支えています。(2020 年 3 月現在) 

海外事例：チロル州の義務会費（観光関連事業納付金）と宿泊税 



6－7 
 

 

観光産業改善地区（Tourism  District：TID）は、観光振興に対する地元政府による

財政支出の削減・不安定化を背景に、地域の観光プロモーション活動等にかかる独自財

源の安定的な確保を目的に作られた仕組みです。TID の参加企業が、自らの収入に対し

て一定料率（一般的には、1.0～2.5%）の賦課金を課し（実際は宿泊客が負担）、かかる

資金を参加企業の便益になる DMO の活動費に限定して活用するものです（なお、宿泊税

（Transient Occupancy Tax）は、地方政府の歳入項目であり、観光振興以外の使途に

も充てられます）。 

 下図の通り、米国ではカリフォルニア州を中心に、TID の導入実績が増加していま

す。2014 年で、9州にて合計 123 の TID が導入され（下図）、年間 230 百万ドルの観

光マーケティング予算を生み出しています。 

 

 

海外事例：米国の観光産業改善地区 
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カリフォルニア州では、TID 全体で年間 140 百万ドルの資金を投じています。また、

投資額 1ドルに対して経済効果 70ドルをもたらしていると試算されています。 

 TID は、通常、地域の宿泊事業者を中心とした地元企業と地域の DMO が協働して導入

されます。 

 
※コト消費空間づくり研究会（第６回）資料を基に観光庁作成 

海外事例：米国の観光産業改善地区 

都市の魅力を高めるために、観光振興のための事業、例えば、旅行者に分かりやすい

案内標識の整備、観光案内所の運営、観光プロモーションなどの経費に充てるため、東

京都、大阪府及び京都市では、独自に課税をする地方税（法定外目的税）として宿泊税

を設定しています。 

【宿泊税概要】（出所）東京都主税局ＨＰ、大阪府ＨＰ、京都市ＨＰ 

 

国内事例：東京都・大阪府・京都市宿泊税 
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北海道釧路市は 27 年度から 10 年間、国際観光ホテル整備法の登録旅館・ホテルに

宿泊する一般客の入湯税を現行の 1 人 1 泊 150 円から 250 円に引き上げ、上乗せし

た分を新設する基金に積み立て、使途を観光振興に限定して活用することとしてい

ます。 
 基金に積み立てるのは、登録旅館・ホテルの宿泊分の入湯税 250 円のうちの 100
円で、釧路市によると、年間 4800 万円、10 年間で約 5 億円が基金に積み立てられ

る予定です。基金は、登録旅館・ホテルが所在する地域の観光振興に充てられるこ

とから、阿寒湖温泉の観光地域づくりに還元されることになります。 
出所：北海道釧路市資料 

 

 

国内事例：北海道釧路市の入湯税引き上げ 
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６．行政からの補助金･委託事業 

 観光地域づくり法人が地域全体に利益を生み出す目的で実施する、地域

内･地域間でのマーケティング・マネジメント機能は、観光地域づくり法人

自身が必ずしも直接収益を上げられるものではありません。従って、会費

北海道倶知安町では令和元年 11 月 1 日から、世界に誇れるリゾート地として発展し

ていくことを目指し、地域の魅力を高めるため宿泊税を導入しました。本税は地域の

魅力を高めるとともに観光の振興を図るための費用（リゾート地としての質の向上、

魅力の向上の施策に要する費用）に充てられ、個別のＤＭＯ関連施策にも活用される

こととされています。 
 

出所：北海道倶知安町資料 

 

 

 

国内事例：北海道倶知安町の宿泊税導入 
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制など地域の多様な民間の関係者から資金調達を行うのみでは、観光地域

づくりの活動に十分は資金が確保できないことが想定されます。 
 このため、マーケティング・マネジメント機能の実施を担保し、観光地

域づくり法人の継続的･安定的な運営を行っていくためには、自主財源創出

の取組と併せて、行政からの補助金･委託事業の受注などを活用していくこ

とも重要です。 
 観光地域づくり法人の活動は地域の稼ぐ力を引き出すものであることか

ら、必ずしも自らが稼ぐ主体となる必要はなく、特に、広域連携ＤＭＯや

単独都府県による地域連携ＤＭＯの場合、広範囲にわたるエリア全体のマ

ーケティングやプロモーションが主な役割となる一方で、旅行商品の販売

等による自主財源確保の手段が乏しいと考えられるため、自治体による一

定の財政支援も必要であると考えられます。 
 ただし、一般的に公的支援を投入するにあたっては自治体や議会の理解

を得る必要があり、加えて、地域への説明責任を果たす観点から、観光地

域づくり法人は、ＰＤＣＡサイクルを回して事業効果を最大限とするよう

取り組みながら、自らの活動の意義や成果等を客観的なデータ等に基づい

て、分かりやすく整理・提示することが求められます。 
 
 

７．最後に 

観光地域づくり法人に求められる役割は「地域の稼ぐ力を引き出す」こと

であり、「観光地域づくり法人そのものが稼ぐ」ことは必ずしも適切ではご

ざいません。 

観光地域づくり法人が求められる役割を果たすためには、観光地経営にか

かる、例えばマーケティングや観光まちづくり、着地型旅行商品の造成、地

域マネジメントなど、考えられる全ての事業を実施するのではなく、自らの

地域の将来目指すべき姿を見据えて、行政や観光関連団体と連携の上、しっ

かりとそれぞれの役割を定め、それに沿った取組を行っていくことが重要で

す。 

これは財源確保のあり方についても当てはまり、観光地域づくり法人だ

けでなく、行政や地域の観光関連団体の役割を整理し、その役割に応じて、

収益事業、宿泊税などの地方税や負担金、行政からの補助金など、ＤＭＯの

自主財源確保のための取組を、地域の実情に応じて組み合わせ、安定的な運

営資金の確保を検討することが重要です。 
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第７章 地域での導入プロセス 
◎ 観光地域づくり法人の形成･確立に当たっては、観光地域づくりの司令塔

となる推進体制を確立するための組織作りと併せて、地域の強みや魅力を活

かした観光地域づくりを進めて行く上でのコンセプトを固めていく必要があ

ります。 
  観光地域づくり法人導入のプロセスは地域の事情により様々ですが、本章

では観光地域づくり法人としての機能を担う組織を地域で確立していくプロ

セスのあるべき姿をご紹介します。 
 
 ◆観光地域づくり法人（DMO）導入プロセスのフロー図 

 
 
ﾌﾟﾛｾｽ 0 観光地域づくり法人を核とした観光地域づくりに対する合意形成 

 観光地域づくり法人の形成･確立に取り組む前に地域の観光に携わる多様な

関係者で、これまでの地域の観光振興方策の問題点や課題は何であったのかを

総括し、共有します。 
 まずは、これまでの観光地域づくりのコンセプト・方向性は地域のあるべき

姿にふさわしいものであったのか、観光地域づくりを地域で担う主体の位置付

けや人材、運営資金に問題はなかったのかなどを地域の関係者で徹底的に議論

し、総括・共有します。 
その上で、なぜ観光地域づくり法人を形成・確立していかなければならない

のか、観光地域づくり法人を形成・確立することで地域がどう変わるのか、変

わった後のあるべき姿といった観光地域づくりの目標・進め方に対して一定の

合意形成をしていきます。 
この従来の観光振興方策の問題点や課題を総括・共有し、地域のあるべき姿
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を考えるプロセスは、今後の観光地域づくりを成功させうえで決定的に重要な

ポイントです。 

 
 
プロセス１ 観光地域づくり法人の形成 

 まずは、「顧客たる観光客視点」に立脚し、観光地域づくり法人がマーケテ

ィング及びマネジメントするエリアを定めて、観光地域づくり法人としての役

割･機能をどの組織が担うべきなのか、検討します。エリアについては、観光

客視点を含む地域の実情に併せて設定することが重要です。組織については、

必ずしも新しい組織を設立する必要はなく、既存の組織の役割･機能強化や統

合といった形も想定されます。ただし、既存組織を土台とすることが、観光地

域づくり法人が求められる本来の機能の発揮や真に必要な取組の選択と集中等

の足かせとなるようことが想定される場合には、新しい組織を設立することも

必要と考えられます。 

 どういった法人形態が観光地域づくり法人を担うべきかは、本手引きも参考

にしながら、地域の実情に応じて選択することが必要です。 

 また、観光地域づくり法人の目的や役割を明確に定め、その活動の成果につ

いて評価する基準を設定することも重要です。 

更に、関係する各層の観光地域づくり法人や自治体等と、取組が重複するこ

となく、効率的に実施されるよう、それら団体の既存の取組で活用可能なもの

を最大限活用することを前提として、それぞれの役割及び取組内容を明確化に

し、分担・連携を検討することも必要です。 

･プロセス０は、観光地域づくり法人を形成･確立し、戦略的な観光地域づくりを進めて

いく上での土台を作る段階であり、戦略や個別の事業計画の立案の前に徹底的に関係者

間で議論することが重要です。 
・観光地域づくり法人の形成･確立は多様な関係者を観光地域づくりに巻き込んだ上で

民間的手法の導入による地域づくりを行う取組です。このため、関係者での議論は行政

主導よりも民主導で行われることが望ましいと考えられます。但し、観光地域づくりに

おいて、民間ではできない公的立場からのサポート（法制面の整備、受入環境整備にお

ける社会資本に関する整備など）も必要となることもあるため、行政との積極的な連携

は必要と考えられます。 
・議論の成果の共有に当たって、議論の成果を表等に落とし込み、「見える化」すること

が有効です。 
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プロセス２ 各種データの収集･分析 

 各種データの収集･分析を行う際、まずは地域の基礎的なデータの把握が必

要です。年間の入込客数や宿泊客数･宿泊施設のキャパシティ･観光施設の利用

客数、観光消費額などを継続的に把握し、データの整理をします。 

 収集するデータについては、旅前、旅中、旅後という順で、ＷＥＢサイトア

クセス状況、観光入込客数、延べ宿泊者数、旅行消費額、来訪者満足度、リピ

ーター率の６つのデータを収集することが基礎となります。 

 次に、観光地域づくりを進めて行く際に必要となる付加的なデータの収集を

行うための調査設計を行います。どういったデータを収集すべきかを地域で議

論した上で、調査項目の洗い出しや、集めるサンプル数や設問表の設計、イン

タビュー手法等の調査設計を行います。 

 調査設計･調査の実行については、外部の調査会社等に委託することも考え

られます。しかし、一方で、調査を地域の多くの関係者が参画するプロジェク

トとして位置づけた方が関係者の主体者意識が高まり、その後の合意形成も進

めやすいと考えられますので、観光地域づくり法人を中心に地域の中の行政の

観光部局や民間事業者などが主体となって取り組むことをまず考える必要があ

ります。 

また、調査やデータ収集については、関係する他の観光地域づくり法人や自

治体等が実施している結果が活用できないか、または、共同で実施することは

できないか等、地域における取組の重複を避け効率的に調査・データ収集を実

現する策を検討することも重要です。 

 データの収集の後には、収集したデータをもとに観光地域づくり法人を中心

に地域の関係者で今後の方向性等について議論することが必要です。  

･まずは、今後の観光地域づくりの事務局となる法人を定めて下さい。 
･事務局を中心に、対象となるエリアの範囲や役割･機能について関係者で議論し、大枠

を決めて下さい。 
･その議論を通じて、観光地域づくり法人の展開を主体的に担う人材を特定して下さい。 
･その人材と行政を中心に、観光地域づくり法人となる組織の仕様（既存法人の改善か新

規創設か、担う機能、関係する行政や既存の観光地域づくり法人との役割分担、主たる

財源、権限と責任範囲など）とスケジュールを設定して下さい。 
･設定した組織の役割･機能やスケジュールを改めて主要な関係者に示し、必要に応じた

修正を行い、幅広い合意を得て下さい。 
･既存の観光地域づくり法人が同エリアに存在する場合、特に法人間の役割分担につい

て話し合いを持ち、合意形成をおこなってください。 
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 その際、どのデータとどのデータをクロス集計するべきか、どのカテゴリー

の顧客についてより詳しく分析するべきかなど、収集したデータを今後の観光

地域づくりへ活用していくという意識を持ち、評価分析を進めていきます。こ

うしたプロセスを関係者が共有することで、観光地域づくり法人がマネジメン

ト･マーケティングする地域に入り込んできている顧客の姿を理解･共有してい

きます。 

 

プロセス３ 観光戦略の立案 

プロセス２により、現在の来訪者の姿について共有した後に、将来に向けた

取組に関する議論を進めていきます。 

 その際、プロセス２で収集･分析したデータにより地域の現状と課題を認識

した上で、地域の目指すべき方向性や獲得していくターゲットとなる顧客層に

ついて議論･共有し、明確なコンセプトに基づいた戦略を固めていきます。 

   

戦略づくりの基本的な考え方は、例えば以下の通りです。 

（１）新規来訪者を増やす（新規顧客の獲得） 

（２）来訪経験のある人に再訪を促す（リピーターの育成） 

（３）来訪者の滞在時間を延ばす（消費金額

の拡大） 

（４）来訪者の滞在時間あたりの消費単価を

伸ばす（消費行動への動機付け） 

 また、戦略策定に当たっては、緊急

性を要するものと重要度が極めて高い

ものを区別し、短期的な課題と中長期

的な課題とに整理することも重要で

す。 

 

･プロセス２は、今後の戦略策定やＫＰＩの設定･ＰＤＣＡサイクルの確立の基礎となる

各種データを経年･継続的に収集･分析を行っていくプロセスで、観光地域づくり法人の

定期健康診断のようなイメージです。 
･例えば、宿泊者数や入込客数の調査などエリア全域に渡る広範な調査を実施する場合

は行政が主体で、または観光地域づくり法人が行政と連携･協力して実施することが望

ましいと思われます。 
･一方、収集したデータの分析は、プロセス３以降で、戦略の策定のメインプレイヤーと

なる観光地域づくり法人が実施するという役割分担が有効です。 

緊急性 

重要度 

短
期
的
な
課
題 

中
期
的
な
課
題 

重要課題 

最優先課題 
（緊急性：要、重要度： 
極めて高） 
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プロセス４ 戦略実行のための具体的事業（１～２年程度）の立案 

 観光地域づくり法人がマネジメントするエリア全体として、どのような戦略

をとるのかが明確になってきたら、次は、そのためにどのような取組が効果的

なのか、成果を生み出すための方策を具体的に考えることが必要であり、この

プロセスでもデータを有効に活用した科学的アプローチが重要です。 

 たとえば、来訪した際の消費額が大きい傾向にある優良顧客層を増やしてい

くことを目指すとします。データに基づいて、この顧客層の来訪動機として

「知人の紹介」が最も多い場合、この顧客層を増加させるためには、知人から

の紹介を促進する仕組みづくりが地域にとって効果的な取組となります。 

 このように、地域全体で生み出したい成果を明らかにし、それを達成するた

めの方策を具体的な事業に落とし込んでいく必要があります。 

 また、達成したい成果は一つでなく複数あることが一般的です。こういった

場合、全ての成果を一つの場で議論するのではなく、個々のテーマごとに場を

設け、外部の専門家の意見も聞きながら、検討を深めていくことが重要です。 

 

 

プロセス５ 単年度の事業計画の策定 

 成果を生み出すために推進すべき事業を整理した後は、そういった個々の事

業をさらに、いつまでに、誰が、何を、どうする、といった具体的なレベルま

で落とし込み、実際に実行する事業を絞り込むプロセスです。具体的な事業計

･プロセス４は、設定した戦略に基づき、１～２年程度の具体的な個別事業の立案を行う

プロセスです。 
･必要に応じて、追加のデータ収集（定期健康診断（プロセス１）では得られないデータ）

を行った分析を実施した上で、事業の内容･かかるコスト、実施主体、想定される成果、

成果市場などを示していきます。 
･これは、事業内容にあわせて幅広く検討していきます。ワークショップのような形態も

大いに導入していくことが有効です。 

･プロセス３は、経年的に蓄積されたデータから、３～５年程度の時間軸を持った取り組

みの方向を戦略としてとりまとめる段階です。 
･ここでは、人員や資金の投入可能量にあわせて、優先的に取り組むべき分野、優先順位

が低い分野、緊急性の高低等を勘案し、事業分野を取捨選択していきます。 
･このプロセスは、観光地域づくり法人のトップ人材･専門人材が中心となって、運営資

金の提供元（多くのケースで行政）と協議を重ねていきます。 
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画の策定にあたっては、戦略に沿った取組がなされるよう、地域におけるマネ

ジメント体制を確立することが必要です。 

 その際、立案された事業の中から、重要度や優先順位を見極めることが重要

です。 

 

 

プロセス６ ＰＤＣＡサイクルの導入 

 観光地域づくり法人がマーケティング･マネジメントするエリアの戦略に基

づき、複数の事業が企画され、そのための予算と事業の推進体制が定まった後

には、適切なＫＰＩを設定した上で、戦略やそれに基づく個々の事業を定期的

に評価し、必要に応じて見直しをしていくといったＰＤＣＡサイクルを回す仕

組みを組み込むことが必要です。 

 ＰＤＣＡサイクルを確立する上で、単純にＫＰＩの達成状況のみで評価する

のではなく、そのような結果となった要因を検証し、その検証結果を、地域の

多様な関係者の間で共有を図り、次の取組へ反映することが重要です。 

 

 

･プロセス５は、プロセス４で提案された事業群から、実際に実行する事業を実現可能性

や戦略との適合性などから絞り込んで決定し、資金や人員配置を含んだ単年度の事業計

画をつくります。 

･プロセス６は、プロセス２で得られる定期健康診断を元に、プロセス３で策定した戦略

のＫＰＩ評価を行うと共に、プロセス５の具体的事業のＫＰＩ評価を行っていきます。 
※ＫＰＩ設定の箇所で記載しておりますが、戦略の評価を行うＫＰＩ（例：消費額や宿

泊者数）と戦術（単年度事業）の評価を行うＫＰＩ（広告であれば掲載数、商品造成で

あれば造成された商品数など）では設定するＫＰＩは異なります。 
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第８章 観光地域づくり法人（DMO）を核とした観光地域

づくりに向けた支援体制 
 

 
１．観光地域づくり法人登録制度 

第１章でご紹介しておりますので、詳細はそちらをご参照下さい。  
 
２．人材育成支援 
 〇観光産業における人材確保・育成事業 
   観光産業を我が国の成長に資する基幹産業とするためには、各地域

で新しい生活様式やビジネスモデルに対応する観光人材を確保・育成

する必要があることから、地域の観光産業を担う中核人材や即戦力と

なる現場の実務人材の育成等を図るとともに、次代の観光産業を担う

世代に向けた観光教育の推進を図ることとしています。 
 〇世界に誇る観光地を形成するためのＤＭＯ体制整備事業 

観光地域づくり法人の中心となる人材の能力向上のため、海外のＤ

ＭＯとの人材交流に係る費用や海外観光地域視察費用、研修・セミナ

ー等の受講に係る費用により、中核人材の育成を図ることとしていま

す。 
 〇ＤＭＯの職員を含む観光産業従事者に対する観光庁主催の各種勉強

会・セミナー・シンポジウム 

   観光業を支える人材を対象として、観光庁等が主催する各種の勉強

会、セミナー、シンポジウム等を開催することで、能力の向上、人材

育成等を図ることとしています。 

 
３．ＤＭＯネットによる情報提供支援 

  観光庁では、登録された観光地域づくり法人を対象に、観光庁から観光

地域づくり法人への情報共有や、観光地域づくり法人間の情報共有や意見

交換をできる仕組み「ＤＭＯネット」で情報提供支援を行っています。こ

の仕組みにおいて、具体的に共有さる主な情報は、観光地域づくり法人に

関する観光庁等の補助金等、観光地域づくり法人に関する登録制度、他省

庁におけるＤＭＯ関連施策及び観光庁等が主催する勉強会、セミナー、シ

ンポジウム等に関することです。 

 

４．ＩＣＴを活用した観光動態調査 
近年の情報通信技術（ICT：Information and Communication 
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Technology）の発展に伴い、Web サイト、スマートフォンのアプリケーショ

ン、ソーシャルネットワーキングサービス：SNS（Social Networking 
Service）等から得られる情報など、観光地域振興に利活用できる様々なビッ

グデータが蓄積されています。 
これらの、いわゆる観光ビッグデータを活用することで、観光地域づくり

法人における効果的な戦略の策定や観光分析の高度化を図ることができ、例

えば、SNS データを分析し、注目されている観光地や地域に関する評価を把

握することで、今後のプロモーション方針や満足度向上に向けた対策の検討

等に活用するといったことが可能となります。 
そこで、観光庁において、ICT を活用した訪日外国人旅行者の旅行動態の

実態や潜在的なニーズ等に関する調査手法を検討するため、主に以下の３つ

の方法により、調査を実施しました1。 
 ・携帯電話の基地局情報（ローミングデータ）：所在状況の把握 
 ・携帯電話の GPS 情報：移動状況や詳細な所在状況、訪日回数等の把握 
 ・SNS での投稿情報：関心を持った観光地等（見るもの、食べ物、買

物）の把握 
さらに、ICT を活用した調査分析に関し、データの特性や各分析手法の適

用分野、留意点などについて、わかりやすくまとめた「ICT を活用した訪日

外国人観光動態調査の手引き」を公表していますので、参考として頂ければ

幸いです。 
※調査報告書、手引きは、以下の観光庁ホームページに掲載しています。 
URL：http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/gps.html 

 
５．観光経済の見える化の推進 
  各地方公共団体が観光に関する戦略策定等を行うに当たっては、当該地域

の観光の実情、観光による経済効果、観光施策の効果等を把握する、いわゆ

る「観光経済の見える化」が重要です。しかしながら、現時点では地域レベ

ルにおける把握手法の整備が十分であるとは言い難い状況です。 
このため、観光庁では、独自で観光振興を図るための基礎データを整備

し、地域の観光の実態把握と課題を抽出する手法の検討に取り組む地域を支

援する、「観光地域経済の見える化推進事業」を全国５つのモデル地域を選

定し、各地域において観光に関わるデータの収集、分析等の調査手法の検討

に取り組んでいただきました。 
具体的には、各地域が適切な調査･分析手法の調査主体（例：大学･地域の

コンサル会社等）等と連携して、各者が有する観光関連データ等を集計･分

                                                   
1 観光庁観光地域振興課「ICTを活用した訪日外国人観光動態調査」（平成 28年 3月） 
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析し、観光地域経済を把握しようとするものです。 
※これらの調査報告書等は、下記観光庁ＨＰに掲載しております。 
URL：http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/mieruka.html 
 

６．旅行者満足度の調査手法 
観光地域づくりにおいて効果的な戦略を策定するために必要となる、地域

の現況を客観的･継続的に把握するためのデータ収集･分析の方法として、観

光庁調査事業「観光地域における評価に係る検討実務業務」報告書を活用す

ることによって、旅行者満足度に関するマーケティング実施の参考とするこ

とができます。 
 

７．持続可能な観光の推進 
持続的な「住んでよし、訪れてよし」の観光地域づくりを実現するために

は、観光客と地域住民双方に配慮し、多面的かつ客観的なデータ計測と中長

期的な計画に基づく総合的な観光地マネジメントを行うことが重要です。観

光庁では、各地方自治体や観光地域づくり法人（ＤＭＯ）が持続可能な観光

地マネジメントを行うことができるよう、国際基準に準拠した「日本版持続

可能な観光ガイドライン（Japan Sustainable Tourism Standard for 
Destinations，JSTS-D）」を開発しました。各地域において、「日本版持続可

能な観光ガイドライン（JSTS-D）」が最大限活用されることにより、効果的

で持続可能な観光地マネジメントへの取組がさらに加速することが期待され

ます。 
※このガイドラインは、下記観光庁ＨＰに掲載しております。 
URL：https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics08_000148.html 

 


